
 
 

山田学区まちづくり協議会会則 

 

 私たち山田学区においては、これまで地域住民ならびに各種団体等が相互に協力し、協調し、住み

良いまちづくりに向けて、さまざまな取り組みを進めてきました。 

 近年、社会経済状況の変化に伴い地域の課題が多様化してきたことや少子高齢化のさらなる進行な

ど、私たちを取り巻く状況は大きく変わってきており、今後においても、引き続き安全・安心で、よ

り住み良い山田学区を築いていくためには、私たち地域住民や各種団体など、まちづくりの担い手同

士の一致協力した協働の取り組みが必要です。また、草津市においても、地域における協働のまちづ

くりの基盤強化の取り組みが推進されており、この動きと軌を一にした活動が必要です。 

 このため、私たち山田学区においては、すべての地域住民や各種団体等の総意を結集し、自らが必

要と考える山田学区のまちづくりに協働して取り組む「山田学区まちづくり協議会」を設立し、まち

づくりの中核組織として信頼される取り組みを進めることとし、この会則を制定します。 

 

 第１章 総則            第 １ 条～第 ６ 条 

 第２章 会員、評議委員および役員  第 ７ 条～第１４条 

 第３章 組織および会議         第１５条～第２２条 

 第４章 会計            第２３条～第２６条 

 第５章 その他           第２７条～第２９条 

  

 第１章 総則 

（名称） 

第１条 本会は、山田学区まちづくり協議会（以下「協議会」という。）と称する。 

（目的） 

第２条 協議会は、地域住民や各種団体等の協力と協調のもとに、多様化していく地域課題を自らの 

地域で解決するため、世代や立場を超えた地域住民としての一体感をより一層高めるとともに、各 

種団体等の存立基盤や活動分野を超えて、互いに力を合わせ住み良いまちづくりに向けて、一致協 

力した協働の取り組みを推進することを目的とする。 

 （組織運営の基本） 

第３条 協議会の組織運営にあたっては、すべての地域住民や各種団体等が協議会活動に幅広く参加 

し連携できる機会を保障するとともに、透明性が高く、民主的な運営を図っていくものとする。 

（区域） 

第４条 協議会の区域は、原則として山田学区内とする。 

（事務所） 

第５条 協議会の事務所は、山田まちづくりセンター内に置く。 

（事業） 

第６条 協議会は、第２条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

(1) 山田学区まちづくり計画の策定および計画の推進 

(2) 地域課題の掌握および地域課題の解決に必要な取組み 



 

 

 

(3) 各種団体が実施する事業に対する連携、調整および支援 

(4) 行政が策定する構想、計画等に対する提言および要望 

(5) 行政が実施する事業との連携、提言および要望 

(6) その他、協議会の目的達成のために必要な事業 

 

第２章 会員、評議委員および役員 

（会員） 

第７条 協議会の会員は、次に掲げる者とする。  

(1) 山田学区内の居住者 

(2) 山田学区内の団体、事業者等 

(3) その他協議会が必要と認めた者 

（評議委員） 

第８条 評議委員は、第１１条に規定する役員（監事を除く。）、および各種団体等の代表者とする。 

２ 前項に規定する各種団体等の範囲については、別に定める。 

（評議委員の任務） 

第９条 評議委員は、協議会の運営および活動に関して、総会において審議決議する。 

（評議委員の任期） 

第１０条 評議委員の任期は、１年とし、再任を妨げない。ただし、評議委員が任期の途中で退任 

した場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。 

（役員） 

第１１条 協議会に次の役員を置く。 

(1) 会長（理事）  １名 

(2) 副会長（理事） 若干名 

(3) 会計（理事）  １名 

(4) 理事      ３５名以内 

(5) 監事      ２名 

２ 役員の選出方法については、別に定める。 

３ 前項により選出された役員は、理事会での審議決定、および総会の承認を得るものとする。 

４ 理事は、会長、副会長、会計、山田学区内の町内会長、および会長が特に指名した者とする。 

５ 監事は、評議委員、その他の役員、および事務局員を兼ねることはできない。また、監事は、 

 第１２条第５号に示す協議会業務の外には一切関わらないこととする。 

（役員の任務） 

第１２条 役員の任務は、次のとおりとする。 

(1) 会長は、協議会を代表し、その会務を統括する。  

(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。 

(3) 会計は、協議会の運営および活動に伴う経理事務を担当する。 

(4) 理事は、協議会の運営執行を行う。 

(5)  監事は、協議会の会計および事業を監査する。従って、必要に応じて理事会等にて質問や 

意見を述べることができる。 



 

 

 

（役員の任期） 

第１３条 役員の任期は、１年とし、再任は妨げない。ただし、役員が任期の途中で退任した場合の 

後任者の任期は、前任者の残任期間とする。 

（参与および顧問） 

第１４条 会長は、協議会の運営について助言を得るため、理事会の承認を得て、参与を若干名置く 

 ことができる。 

２ 会長は、総務委員会の運営について助言を得るため、理事会の承認を得て、顧問を若干名置くこ 

とができる。 

 

 第３章 組織および会議 

（組織） 

第１５条  協議会に次の組織を置く。 

(1) 総会 

(2) 理事会 

    (3) 総務委員会 

(4) その他、理事会において必要と認めた組織 

（総会） 

第１６条 総会は、協議会の最高議決機関とする。 

２ 総会は、評議委員および監事をもって構成する。 

３ 総会は、通常総会および臨時総会とする。 

４ 総会は、次の事項を決議する。 

(1) 事業計画および予算の承認に関する事項 

(2) 事業報告および決算の承認に関する事項 

(3) 評議委員および役員の承認に関する事項 

(4) 会則の制定および改廃の承認に関する事項 

(5) その他、協議会に関する基本事項および重要事項の決定に関する事項 

（総会の開催） 

第１７条 総会は、会長が招集する。 

２ 通常総会は、毎年３月、５月に開催する。 

３ 臨時総会は次に掲げる場合に開催する。 

(1)  評議委員の過半数からの請求があった場合 

(2)  会長が必要と認め、理事会が招集を決議した場合 

(3)  監事から要請があった場合 

４ 総会は、評議委員の過半数の出席により成立し、議事は、議長を除いた評議委員出席者の過半 

数により決する。ただし、可否同数のときは、議長がこれを決する。 

５ 総会に出席できない評議委員は、委任状をもって会長に出席の委任することができる。 

６ 会長が、特に緊急を要すると判断したとき、またはやむを得ない事情により総会を招集すること

が困難であると判断したときは、評議委員の書面をもって議決に代えることができる。 



 

 

 

７ 総会の議長は、評議委員の互選により選出する。 

８ 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 

 また、議事録署名人２名は、議長が指名する。 

(1) 開催日時 

(2) 開催場所 

(3) 出席者数 

(4) 審議事項 

(5) 決議結果 

(6) 作成者、議事録署名人、議長、会長の署名、捺印 

（理事会） 

第１８条 理事会は、協議会の執行機関とする。 

２ 理事会は、役員および参与をもって構成する。 

３ 理事会は、第１５条第４号の規定に基づき、必要に応じて、専門的な調査・審議等を行う専門 

機関を設置することができる。 

４ 理事会は、次の事項を審議決定する。 

(1) 役員の選出に関する事項 

(2) 参与および事務局長の承認に関する事項 

(3) 総務委員および顧問の承認に関する事項 

(4) 総会に付議すべき事項 

(5) 総会で議決した事項の執行に関する事項 

(6) 協議会の運営に必要な規定等の制定および改廃に関する事項 

(7) 行政と協議すべき案件に関する事項 

(8) その他会長が必要と認める事項 

（理事会の開催） 

第１９条 理事会は、会長が必要に応じ随時開催する。ただし、理事の過半数の請求があった場合は、

会長は、速やかに会議を開催する。 

２ 理事会は、理事の過半数の出席により成立し、議事は、議長を除いた理事出席者の過半数により

決する。ただし、可否同数のときは、議長がこれを決する。 

３ 会長が、特に緊急を要すると判断したとき、またはやむを得ない事情により理事会を招集するこ

とが困難であると判断したときは、理事の書面をもって議決に代えることができる。 

４ 理事会の議長は、会長または会長が指名した者が就任する。 

５ 理事会の議事については、議事録を作成しなければならない。なお、議事録の内容については、 

 総会の議事録に準ずる。ただし、議事録署名人は不要とする。 

         （総務委員会） 

第２０条 総務委員会は、理事会が委任する事項について運営実施するとともに、協議会活動全体に 

関わる事項について対応する。 

２ 総務委員会は、総務委員および顧問で構成する。 

３ 総務委員は、会長が指名して、理事会の承認を得るものとする。 

４ 総務委員長および副総務委員長を、総務委員の互選により選出する。 



 

 

 

５ 総務委員会の組織および運営に関する詳細は、別に定める。 

（活動グループ）   

第２１条 協議会の活動を促進するため、総務委員会は、実行機関として活動グループを設置する。 

２ 活動グループには、担当する総務委員を責任者として、グループ員の互選により、リーダーを置 

く。 

３ 活動グループの組織および運営に関する詳細は、別に定める。 

（事務局） 

第２２条 協議会の事務全般を円滑に運営するため、事務局を設置する。 

２ 事務局に、事務局長および事務局員（若干名）を置く。 

３ 事務局長は、会長が指名し、理事会の承認を受けるものとする。 

４ 事務局長は、事務局を統括し、会務を処理する。 

５ 事務局員は、会長が任免する。 

 

第４章 会計 

（会計） 

第２３条 協議会の経費は、会費、補助金、交付金、およびその他の収入をもって充てる。 

２ 会費は別に定める。 

３ 会計は、一般会計と特別会計とする。 

（会計年度） 

第２４条 協議会の会計年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。 

２ 予算が成立するまでの間の執行については、理事会が定めるところによる。 

（会計および資産帳簿の整備） 

第２５条 協議会は、協議会の収入、支出および資産の内容を明らかにするために、会計および資産

に関する帳簿を整備しなければならない。 

（監査と報告） 

第２６条 監事は、会計年度終了後、会計および事業監査の総括を行い、総会にて監査結果を報告し

なければならない。 

 

第５章 その他 

 （専決処分） 

第２７条 会長は、生命・財産等住民の身を守る為に、特に緊急を要する事案が発生したときは、総 

務委員会での決定により対応とすることとし、次の理事会に報告し、承認を得るものとする。 

 （書類および帳簿） 

第２８条 協議会は、事務所に次の各号に掲げる書および帳簿を備え付けておかなければならない。 

(1) 協議会の規則類 

(2) 役員等の氏名および住所を記載した書面 

(3) 会計および資産に関する帳簿 

(4)  総会および理事会の議事録 

(5)  その他、会長が必要と認めた書類 



 

 

 

２ 協議会は、前項各号に掲げる書類を、事業終了年度の翌年度から５年間保管することする。 

（雑則） 

第２９条 本会則に定めるもののほか、協議会の運営に必要な規定等に関しては、別に定める。 

付 則  

 （施行期日） 

１ この会則は、平成２４年３月２４日から施行する。 

２ この会則は、平成２５年５月２５日から施行する。 

３ この会則は、平成２６年５月２４日から施行する。 

４ この会則は、平成２７年４月１日から施行する。ただし、改正後の会則に基づく、平成２７年度

の協議会運営が円滑なものとなるよう、施行日前に必要な準備に努めるものとする。 

５ この会則は、平成２９年４月１日から施行する。 

６ この会則は、２０１９年４月１日から施行する。 

７ この会則は、２０２０年４月１日から施行する。 



 

 

 

山田学区まちづくり協議会運営規定 

 

（目的） 

第１条 この規定は、山田学区まちづくり協議会（以下「協議会」という。）の運営に関し必要な事項を定め

るものとする。 

（総務委員会） 

第２条 総務委員会に、次の担当委員を置く。 

（１） 防災担当委員 

（２） 安全環境担当委員 

（３） 健幸担当委員 

（４） 次世代いきいき担当委員 

（５） 人権担当委員 

（６） 広報担当委員 

（７） 総務担当委員 

（８） 企画担当委員 

２ 総務委員会は、年度活動計画を展開し、活動テーマごとに活動グループを設置する。 

（活動グループ） 

第３条 活動グループは、各号を基本として構成する。 

（１） 防災グループ 

（２） 安全環境グループ 

（３） 健幸グループ 

（４） 次世代いきいきグループ 

（５） 人権グループ 

（６） 広報グループ 

（７） 総務グループ 

（８） 企画グループ 

２ 各グループは、別表第１に掲げる活動を行う。 

３ 各グループは、グループの互選により、リーダーおよび必要に応じてサブリーダーを置く。 

４ 各グループは、年度計画に示されている活動を実行する。 

（１） 活動グループは、担当する総務委員から年度当初に年度活動計画の説明を受け、具体的な活動 

内容はグループで決定する。 

（２） 年度末には活動結果報告書を提出する。 

（３） 毎年、手順書を整備し直し次年度に引き継ぐ。 

（評議委員） 

第４条 評議委員となる各種団体等の代表者は、別表第２に掲げる団体等から選出された者とする。 

（会費） 

第５条 会費は、山田学区の町内会より徴収する 

第６条 各町内会から徴収する負担金額は、次のとおりとする。 

  （１）（全戸数の９０％×戸数割金額）＋均等割金額（６，０００円）とする。 

 

 

 



 

 

 

 付 則 

 この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 

２ この規程は、２０１９年４月１日から施行する。 

３ 第６条に規定する戸数割金額については、山田小学校１５０周年記念事業に関連し、特例措置として 

２０１９年度から２０２３年度までの５年間、９９０円とし、２０２４年度以降は１，０４０円とする。 

 ４ この規定は、２０２０年４月１日から施行する。 

 ５ この規定は、２０２１年４月１日から施行する。 

 ６ この規定は、２０２２年 4月 1日から施行する。 

 

 

 

 

別表第１（第３条関係） 

防災グループ 防災に関する活動 

安全環境グループ 防犯、交通安全に関する活動  環境に関する活動 

健幸グループ 健康および体育、スポーツに関する活動 

次世代いきいきグループ 青少年の健全育成・地域協働合校に関する活動 

人権グループ 同和問題をはじめとする人権の啓発活動 

広報グループ 協議会の広報活動 

総務グループ まちづくり協議会・まちづくりセンターの運営全般に関する活動 

企画グループ 20年先の山田の発展を企画する活動・明日の山田を創る会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

別表第２（第４条関係） 

 

１． 山田学区自治連合会 

２．  山田学区社会福祉協議会 

３． 山田学区民生委員児童委員協議会 

４． 山田学区老人クラブ連合会 

５． 青少年健全育成山田学区民会議 

６．  山田学区体育振興会 

７． 山田こども園・山田小学校教育後援会 

８．  山田学区子ども会指導者連合会 

９．  山田学区更生保護女性会 

１０． 草津栗東交通安全協会山田支部 

１１． 山田２１ふるさと健・幸推進委員会 

１２． 少年補導委員会 

１３． 草津市健康推進員連絡協議会山田学区 

１４． 草津市消防団第４分団 

１５． 山田こども園ＰＴＡ 

１６． 山田小学校ＰＴＡ 

１７． 松原中学校ＰＴＡ 

１８． 山田学区同和教育推進協議会 

１９． 山田こども園 

２０． 山田小学校 

２１． 松原中学校 

２２． 山田まちづくりセンター 

 



 

山田学区まちづくり協議会役員選出規定 

 

（目的） 

第１条 本規定は、山田学区まちづくり協議会 会則第１１条第２項に基づき、役員の選

出に関する事項について定める。 

 

（役員候補者選考委員会の設置） 

第２条 会長は、理事会の承認を得て、役員候補者を選考する機関として、役員候補者選

考委員会（以下「委員会」という。）を設置しなければならない。 

２ 選考委員は、５名以上とし当該年度の会長が指名したものがこれにあたる。ただし、

委員の任期は当該年度とする。 

３ 委員会は、委員の互選により、１名の委員長を定めるものとする。 

４ 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表して理事会に出席し、選考に関する

経過報告ならびに意見を述べることができる。 

５ 委員会は、次の役員候補者（以下「候補者」という。）を選考する。 

 （１）会長候補者    １名 

 （２）理事候補者   ３５名以内 

 （３）監事候補者    ２名 

 

（指名） 

第３条 会長候補者は、理事候補者の中より、定数の範囲内において、副会長候補者、会

計候補者を指名する。 

 

（上程） 

第４条 会長は、委員会により選考された候補者および、会長候補者が指名した副会長候

補者、会計候補者を３月の通常総会において上程しなければならない。 

 

（その他） 

第５条 本規定に定めるもののほか、必要な事項はその都度、理事会の決議により定める

ものとする。 

 

 

 

  付 則 

（施行期日） 

１ この規定は、令和元年１２月１２日から施行する。  

 ２ この規定は、２０２０年４月１日から施行する。 

 

 


